
認知症サポーター見守り体制等推進補助金交付要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、認知症サポーター見守り体制等推進補助金の交付に関し、熊本県補助金等交付規

則（昭和５６年熊本県規則第３４号。以下「規則」という。）及び熊本県健康福祉補助金等交付要項

（以下「要項」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

 

 （補助金の交付申請） 

第２条 要項第３条第２項第１号の事業計画書は、別記第１号様式によるものとする。 

２ 要項第３条第２項第２号の規定にかかわらず、規則第３条第２項第２号の添付書類は別記第２号様

式とする。 

３ 要項第３条第２項第３号のその他必要とする書類は、次のとおりとする。 

（1）団体の概要、活動内容等が分かる書類（事業実施主体が団体の場合に限る。） 

（2）団体の寄付行為、定款、規約又はこれらに準ずるもの（事業実施主体が団体の場合に限る。） 

（3）その他参考となる書類  

４ 規則第３条第１項の申請書の提出部数は１部とし、その提出期限は別に定める。 

５ 団体が申請を行う場合は、市町村を経由して申請することとする。 

市町村は、申請内容が適当であり、かつ、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、当該書

類に副申書を添付したうえで速やかに県へ提出することとする。 

 

 （補助事業等の内容等の変更） 

第３条 規則第７条第１項の変更申請書の添付書類には、次に掲げる書類を添えるものとする。 

 （1）事業変更計画書（別記第１号様式を準用） 

 （2）変更後の収支予算書（別記第２号様式を準用） 

 （3）その他参考となる書類 

 

 （申請の取下げ） 

第４条 規則第８条の規定により申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日

から起算して３０日を経過する日までとする。 

 

 （状況報告） 

第５条 要項第８条の規定による状況報告は、別記第３号様式により行うものとする。 

 

 （実績報告） 

第６条 要項第９条第２項第１号の事業実績書は、別記第４号様式によるものとする。 

２ 要項第９条第２項第３号のその他知事が必要と認める書類は、次のとおりとする。 

 （1）事業に伴う支払関係書類（見積書、請求書、領収書等） 

 （2）実施事業の詳細が分かる書類（実施事業の写真、パンフレット等） 

 （3）その他補助事業に関する資料 

３ 規則第１３条の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して３０日を経過した日又は令和

４年（２０２２年）３月３１日のいずれか早い日とする。 



 

 （雑則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

この要領は、平成２４年８月２２日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

この要領は、平成２５年６月２５日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

この要領は、平成２６年７月１８日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

この要領は、平成２７年７月１６日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

この要領は、平成２８年５月３１日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

この要領は、平成２９年７月１９日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

この要領は、平成３０年７月２３日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

この要領は、令和元年（２０１９年）５月１５日から施行し、平成３１年（２０１９年）４月１日か

ら適用する。 

この要領は、令和２年（２０２０年）７月２２日から施行し、令和２年（２０２０年）４月１日から 

適用する。 

この要領は、令和３年（２０２１年）１１月２６日から施行し、令和３年（２０２１年）４月１日か 

ら適用する。 

 


